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一般財団法人 大蔵財務協会
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販売部 　０３（３８２９）４１４３

☆２５３３１３０

　東京・武蔵野税務署（北村勝署長）は

１月�日、『北斗の拳』の作画を担当し

た漫画家・原哲夫さんが、スマートフォ

ンとマイナンバーカードを使ってｅ―Ｔ

ａｘ申告を体験するイベントを行った。

　原さんは、主人公のケンシロウ人形が

見守る中、医療費控除とふるさと納税の

適用を受けるために確定申告を行う会社

員の設定で、スマホ申告を体験＝写真。

申告に必要な「給与情報」「医療費通知

情報」「寄附金控除」に関する証明書は、

マイナポータル連携を利用しながら入力

した。

　無事に申告書を作成した原さんは、作

中の有名な名言をアレンジし、「我がス

マホ申告に一片の悔いなし!!」と便利さ

をＰＲした。

　その後、北村署長と対談し、�年前に

も原さんはパソコンを使った申告書作成

体験のＰＲイベントで同署を訪れていた

ことから、パソコンからスマホへと進化

した確定申告などについて語り合った。

主 な 記 事

４０５事業等の活用、税理士の支援が減少 ２面

ＧＭ課税対応で法基通を一部改正 ２面

与党大綱の検討事項を確認 ３面

過去最高のＣＲＳ情報を受領 ４面

　

直

系

尊

属

か

ら

教

育

資

金

の

一

括

贈

与

を

受

け

た

場

合

の

贈

与

税

の

非

課

税

措

置

が

令

和

８

年

３

月

�

日

の

適

用

期

限

で

終

了

す

る

。

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

で

は

同

日

ま

で

に

拠

出

さ

れ

た

金

銭

等

は

引

き

続

き

本

措

置

を

適

用

で

き

る

こ

と

と

す

る

と

記

載

さ

れ

て

お

り

、

駆

け

込

み

で

の

適

用

も

可

と

な

っ

て

い

る

。

終

了

の

決

定

に

当

た

っ

て

は

、

利

用

件

数

の

減

少

な

ど

が

理

由

に

挙

げ

ら

れ

て

い

た

も

の

の

、

そ

れ

で

も

６

年

度

の

実

績

で

６

０

０

０

件

超

の

新

規

契

約

が

行

わ

れ

て

い

た

。

中

に

は

、

こ

れ

か

ら

利

用

を

検

討

し

た

い

と

い

う

人

も

い

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

大

手

信

託

銀

行

に

よ

る

と

、

申

込

手

続

き

に

は

１

か

月

以

上

を

要

す

る

と

し

て

お

り

、

す

で

に

申

込

書

類

の

請

求

期

限

等

が

過

ぎ

て

し

ま

っ

て

い

る

信

託

銀

行

も

あ

る

。

　

教

育

資

金

一

括

贈

与

に

係

る

贈

与

税

の

非

課

税

措

置

は

、

�

歳

未

満

の

子

等

が

直

系

尊

属

（

親

や

祖

父

母

な

ど

）

か

ら

、

金

融

機

関

等

と

の

一

定

の

契

約

に

基

づ

き

教

育

資

金

に

充

て

る

た

め

贈

与

を

受

け

た

場

合

、

金

融

機

関

等

の

営

業

所

を

経

由

し

て

教

育

資

金

非

課

税

申

告

書

を

提

出

す

る

こ

と

に

よ

り

、

１

５

０

０

万

円

ま

で

の

金

額

に

相

当

す

る

部

分

の

価

額

に

つ

い

て

は

贈

与

税

が

非

課

税

と

な

る

と

い

う

も

の

。

　

金

融

機

関

等

と

の

一

定

の

契

約

に

基

づ

く

と

は

、

①

信

託

受

益

権

を

取

得

し

た

場

合

、

②

書

面

に

よ

る

贈

与

に

よ

り

取

得

し

た

金

銭

を

銀

行

等

に

預

入

を

し

た

場

合

、

③

書

面

に

よ

る

贈

与

に

よ

り

取

得

し

た

金

銭

等

で

証

券

会

社

等

の

有

価

証

券

を

購

入

し

た

場

合

（

教

育

資

金

口

座

の

開

設

等

）

を

指

す

。

　

ま

た

、

本

措

置

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

は

、

教

育

資

金

口

座

の

開

設

等

を

行

っ

た

上

で

、

教

育

資

金

非

課

税

申

告

書

を

そ

の

口

座

の

開

設

等

を

行

っ

た

金

融

機

関

等

の

営

業

所

等

へ

、

信

託

や

預

入

な

ど

を

す

る

日

（

通

常

は

教

育

資

金

口

座

の

開

設

等

の

日

）

ま

で

に

提

出

等

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

申

告

書

は

金

融

機

関

等

の

営

業

所

等

が

受

理

し

た

日

に

受

贈

者

の

所

轄

税

務

署

に

提

出

さ

れ

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

。

　

信

託

銀

行

な

ど

で

は

、

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

本

措

置

を

８

年

３

月

末

で

終

了

す

る

旨

が

明

記

さ

れ

た

こ

と

を

受

け

て

、

新

規

契

約

・

追

加

信

託

の

申

込

受

付

期

限

等

を

示

し

て

お

り

、

例

え

ば

、

信

託

銀

行

最

大

手

の

三

井

住

友

信

託

銀

行

で

は

、

「

新

規

・

追

加

信

託

の

申

込

手

続

き

に

１

カ

月

以

上

の

日

数

を

要

し

ま

す

」

と

し

た

上

で

、

申

込

数

の

増

加

が

予

想

さ

れ

る

こ

と

か

ら

、

契

約

を

確

実

に

成

立

さ

せ

る

た

め

に

、

申

込

期

限

を

２

月

�

日

ま

で

に

と

す

る

と

発

表

し

て

い

る

。

　

た

だ

、

新

規

・

追

加

信

託

の

申

込

み

手

続

き

を

希

望

す

る

際

は

事

前

予

約

を

求

め

、

同

行

で

は

極

力

１

月

末

ま

で

に

予

約

の

上

、

来

店

・

オ

ン

ラ

イ

ン

面

談

で

ご

相

談

を

と

し

て

お

り

、

す

で

に

事

前

予

約

を

と

る

こ

と

が

難

し

く

な

っ

て

い

る

可

能

性

も

あ

る

。

他

の

大

手

信

託

銀

行

で

も

申

込

期

限

等

を

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

告

知

し

て

い

る

と

こ

ろ

が

多

い

の

で

事

前

に

確

認

を

し

て

お

き

た

い

。

　

令

和

�

年

４

月

か

ら

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

で

も

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

を

利

用

で

き

る

よ

う

に

す

る

。

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

、

地

方

税

に

お

け

る

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

の

利

便

性

の

向

上

が

盛

り

込

ま

れ

て

お

り

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

の

申

告

等

と

併

せ

て

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

の

手

続

が

で

き

る

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

機

能

が

追

加

さ

れ

る

見

込

み

。

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

は

６

年

４

月

か

ら

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

が

始

ま

っ

て

い

る

が

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

に

は

そ

の

機

能

が

な

く

、

地

方

税

共

同

機

構

な

ど

で

構

成

さ

れ

る

検

討

会

に

お

い

て

、

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

の

導

入

が

議

論

さ

れ

て

い

た

。

　

改

正

で

は

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

と

同

様

に

、

納

税

者

等

が

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

で

申

告

等

を

行

う

際

、

自

動

的

に

納

付

を

行

う

旨

の

意

思

表

示

を

行

え

ば

、

法

定

納

期

限

当

日

に

納

付

が

行

わ

れ

る

よ

う

に

す

る

。

見

直

し

の

イ

メ

ー

ジ

と

し

て

は

、

申

告

等

デ

ー

タ

を

送

信

す

る

際

に

、

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

の

利

用

に

関

す

る

チ

ェ

ッ

ク

ボ

ッ

ク

ス

に

チ

ェ

ッ

ク

を

入

れ

て

送

信

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

に

よ

り

、

申

告

等

デ

ー

タ

の

送

信

後

に

、

改

め

て

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

の

手

続

を

す

る

必

要

が

な

く

な

る

。

　

法

定

納

期

限

当

日

に

申

告

等

に

併

せ

て

納

付

の

意

思

表

示

を

行

う

場

合

（

そ

の

税

額

が

１

億

円

以

下

で

あ

る

場

合

に

限

る

）

に

は

、

法

定

納

期

限

の

翌

取

引

日

に

自

動

的

に

納

付

が

行

わ

れ

る

よ

う

に

す

る

。

そ

の

場

合

、

延

滞

金

の

適

用

に

つ

い

て

、

期

限

内

納

付

が

行

わ

れ

た

も

の

と

み

な

す

特

例

が

設

け

ら

れ

る

。

　

こ

の

改

正

は

、

�

年

４

月

１

日

以

後

に

行

う

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

の

手

続

に

つ

い

て

適

用

す

る

と

し

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ２ ９
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（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２６年



　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

で

は

、

賃

上

げ

促

進

税

制

の

大

企

業

向

け

措

置

に

つ

い

て

、

適

用

期

限

を

待

た

ず

に

廃

止

す

る

と

し

た

。

租

税

特

別

措

置

の

見

直

し

に

つ

い

て

は

議

論

さ

れ

て

い

た

が

、

い

わ

ゆ

る

ガ

ソ

リ

ン

暫

定

税

率

の

廃

止

に

伴

う

代

替

財

源

と

し

て

浮

上

し

た

感

が

あ

り

、

唐

突

な

印

象

は

否

め

な

い

★

国

税

の

ス

マ

ホ

ア

プ

リ

納

付

に

お

い

て

、

今

年

の

１

月

４

日

か

ら

、

Ａ

ｍ

ａ

ｚ

ｏ

ｎ

Ｐ

ａ

ｙ

が

利

用

で

き

な

く

な

っ

て

い

る

。

決

済

サ

ー

ビ

ス

自

体

が

終

了

し

た

わ

け

で

は

な

く

、

理

由

等

は

特

に

示

さ

れ

て

い

な

い

。

ス

マ

ホ

ア

プ

リ

納

付

で

は

昨

年

２

月

、

ア

ク

セ

ス

方

法

が

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

経

由

に

集

約

化

さ

れ

て

い

た

★

制

度

や

サ

ー

ビ

ス

が

突

然

終

了

す

る

こ

と

は

多

々

あ

る

。

税

制

に

限

ら

ず

、

「

従

来

ど

お

り

続

く

」

と

い

う

こ

と

を

前

提

に

せ

ず

、

常

に

最

新

情

報

に

目

を

配

り

、

変

化

を

早

く

知

る

こ

と

自

体

が

重

要

な

対

応

策

と

い

え

そ

う

だ

。

（

Ｔ

）

１２月の税収

（単位：百万円）

税目

�月分

（前年比）

�月末累計

（前年比）

所

得

税

源泉分

１，４９８，６２１

（１１１．５％）

１３，１７６，３５５

（１３８．０％）

申告分

６３，２６３

（１０７．１％）

１，２３４，１３０

（１０３．８％）

計

１，５６１，８８４

（１１１．３％）

１４，４１０，４８５

（１３４．２％）

法人税

３４７，３３５

（１１２．１％）

８，８１６，４２４

（１２１．５％）

相続税

３５２，２４５

（１０１．８％）

２，２２４，９４５

（１０８．６％）

消費税

１，５２８，９９３

（１００．０％）

１２，０００，１６９

（１０２．６％）

酒税

８０，５０９

（８１．５％）

６３０，１３０

（８８．９％）

その他

５３９，６４３

（１０１．６％）

４，１６８，５５３

（９９．４％）

一般会計

分　　計

４，４１０，６０９

（１０４．６％）

４２，２５０，７０６

（１１５．３％）

　

経

営

改

善

計

画

策

定

支

援

（

４

０

５

事

業

）

と

早

期

経

営

改

善

計

画

策

定

支

援

（

Ｖ

ア

ッ

プ

）

の

両

事

業

の

活

用

件

数

と

そ

れ

ぞ

れ

へ

の

税

理

士

に

よ

る

支

援

が

大

幅

に

減

っ

て

い

る

よ

う

だ

。

１

月

�

日

に

開

催

さ

れ

た

「

中

小

企

業

に

お

け

る

事

業

再

生

支

援

の

あ

り

方

検

討

会

」

に

提

出

さ

れ

た

資

料

に

よ

る

と

、

４

０

５

事

業

は

支

援

件

数

が

最

も

多

か

っ

た

平

成

�

年

に

５

０

０

０

件

超

あ

っ

た

も

の

の

、

そ

の

後

は

低

迷

し

、

令

和

６

年

は

約

２

０

０

０

件

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

Ｖ

ア

ッ

プ

事

業

は

件

数

が

平

成

�

年

に

約

６

０

０

０

件

あ

っ

た

が

、

令

和

６

年

は

５

０

０

件

に

ま

で

減

少

し

て

お

り

、

い

ず

れ

も

税

理

士

に

よ

る

支

援

の

減

少

が

大

き

く

な

っ

て

い

る

。

　

４

０

５

事

業

、

Ｖ

ア

ッ

プ

事

業

と

も

に

、

士

業

等

の

認

定

経

営

革

新

等

支

援

機

関

を

活

用

し

、

事

業

者

の

経

営

改

善

計

画

等

の

策

定

を

支

援

す

る

も

の

。

４

０

５

事

業

は

予

算

措

置

を

し

た

平

成

�

年

度

補

正

予

算

で

予

算

額

が

４

０

５

億

円

だ

っ

た

こ

と

か

ら

、

こ

の

通

称

と

な

っ

た

。

Ｖ

ア

ッ

プ

事

業

は

も

と

も

と

「

プ

レ

４

０

５

事

業

」

の

通

称

で

�

年

に

開

始

。

そ

の

後

、

「

ポ

ス

コ

ロ

事

業

」

に

変

更

し

、

７

年

４

月

か

ら

現

在

の

通

称

と

な

っ

た

。

　

４

０

５

事

業

は

借

入

金

の

返

済

負

担

等

、

財

務

上

の

問

題

を

抱

え

、

リ

ス

ケ

等

の

金

融

支

援

を

必

要

と

す

る

経

営

改

善

フ

ェ

ー

ズ

に

あ

る

事

業

者

を

、

Ｖ

ア

ッ

プ

事

業

は

事

業

環

境

の

変

化

に

よ

り

有

事

に

至

る

こ

と

を

防

止

す

る

た

め

に

収

益

力

改

善

を

要

す

る

収

益

力

改

善

フ

ェ

ー

ズ

に

あ

る

事

業

者

を

、

そ

れ

ぞ

れ

対

象

と

し

て

い

る

。

　

４

０

５

事

業

の

支

援

件

数

は

平

成

�

年

に

５

２

２

３

件

あ

り

、

こ

の

う

ち

６

割

超

の

３

３

１

３

件

が

税

理

士

・

税

理

士

法

人

の

支

援

（

代

表

認

定

支

援

機

関

別

）

に

よ

る

も

の

だ

っ

た

。

し

か

し

、

令

和

６

年

は

支

援

件

数

２

０

３

７

件

の

う

ち

税

理

士

・

税

理

士

法

人

の

支

援

（

同

）

に

よ

る

も

の

は

３

１

５

件

で

�

％

程

度

ま

で

低

下

。

こ

こ

数

年

は

、

個

人

コ

ン

サ

ル

・

民

間

コ

ン

サ

ル

テ

ィ

ン

グ

会

社

の

支

援

に

よ

る

も

の

が

約

半

数

を

占

め

る

。

Ｖ

ア

ッ

プ

事

業

は

代

表

認

定

支

援

機

関

別

の

支

援

件

数

が

示

さ

れ

て

い

な

い

が

、

全

体

の

件

数

が

ピ

ー

ク

の

�

分

の

１

以

下

と

な

っ

て

お

り

、

「

特

に

税

理

士

の

減

少

が

顕

著

」

だ

と

し

て

い

る

。

　

同

検

討

会

で

は

、

近

年

の

士

業

が

関

わ

る

事

業

再

生

は

、

リ

ス

ケ

主

体

か

ら

、

抜

本

再

生

・

ス

ポ

ン

サ

ー

型

再

生

支

援

の

割

合

が

増

え

、

案

件

の

難

易

度

が

上

昇

傾

向

に

あ

る

一

方

、

再

生

支

援

の

担

い

手

が

固

定

化

し

て

お

り

、

特

に

地

方

で

の

専

門

家

不

足

や

若

手

人

材

の

確

保

・

育

成

が

課

題

だ

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

対

応

コ

ス

ト

に

見

合

う

収

入

が

見

込

み

に

く

く

、

参

入

す

る

メ

リ

ッ

ト

が

な

い

等

の

指

摘

も

あ

り

、

こ

う

し

た

課

題

の

解

決

に

向

け

て

同

検

討

会

で

議

論

が

進

め

ら

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

１

月

�

日

、

法

人

税

基

本

通

達

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

を

公

表

し

た

。

令

和

７

年

度

税

制

改

正

で

一

部

ル

ー

ル

が

法

制

化

さ

れ

た

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

に

対

応

し

た

も

の

。

８

年

４

月

１

日

以

後

に

開

始

す

る

対

象

会

計

年

度

か

ら

適

用

す

る

。

　

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

を

構

成

す

る

３

つ

の

ル

ー

ル

の

う

ち

各

対

象

会

計

年

度

の

国

際

最

低

課

税

残

余

額

に

対

す

る

法

人

税

と

各

対

象

会

計

年

度

の

国

内

最

低

課

税

額

に

対

す

る

法

人

税

の

二

つ

の

制

度

は

２

０

２

１

年

�

月

と

２

０

２

２

年

３

月

に

Ｏ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

／

Ｇ

�

「

Ｂ

Ｅ

Ｐ

Ｓ

包

摂

的

枠

組

み

」

で

承

認

さ

れ

た

モ

デ

ル

ル

ー

ル

お

よ

び

そ

の

コ

メ

ン

タ

リ

ー

の

ほ

か

、

こ

れ

ら

を

補

足

す

る

た

め

に

、

順

次

公

表

さ

れ

た

「

執

行

ガ

イ

ダ

ン

ス

」

等

に

則

っ

て

法

制

化

を

行

っ

て

い

る

が

、

各

国

ま

た

は

地

域

が

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

を

導

入

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

モ

デ

ル

ル

ー

ル

等

が

意

図

す

る

結

果

と

整

合

す

る

形

で

導

入

、

実

施

を

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

お

り

、

モ

デ

ル

ル

ー

ル

等

に

沿

っ

た

運

用

が

求

め

ら

れ

て

い

る

。

　

こ

う

し

た

背

景

か

ら

、

今

回

の

法

基

通

の

改

正

で

も

、

そ

の

法

令

解

釈

に

つ

い

て

は

モ

デ

ル

ル

ー

ル

等

の

趣

旨

を

十

分

に

踏

ま

え

て

行

わ

れ

て

い

る

と

し

て

お

り

、

諸

外

国

の

税

制

や

会

計

制

度

は

、

ま

ち

ま

ち

で

あ

る

こ

と

か

ら

一

義

的

な

取

扱

い

を

定

め

る

こ

と

が

で

き

な

い

よ

う

な

ケ

ー

ス

は

、

例

示

を

す

る

に

と

ど

め

て

い

る

と

い

う

。

し

た

が

っ

て

、

通

達

中

に

例

示

が

な

い

、

通

達

に

定

め

ら

れ

て

い

な

い

等

の

理

由

で

法

令

の

規

定

の

趣

旨

、

制

度

の

導

入

の

背

景

等

に

即

し

な

い

解

釈

に

陥

る

こ

と

の

な

い

よ

う

留

意

が

必

要

だ

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

４

日

、

令

和

７

年

分

路

線

価

図

等

の

正

誤

表

を

公

表

し

た

。

路

線

価

が

修

正

さ

れ

た

地

区

は

、

東

京

国

税

局

管

内

の

東

京

都

墨

田

区

（

向

島

税

務

署

）

。

正

誤

表

は

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

財

務

省

は

２

日

、

�

月

の

税

収

実

績

を

ま

と

め

た

（

表

参

照

）

。

同

月

分

税

収

は

、

前

年

同

月

比

４

・

６

％

増

の

４

兆

４

１

０

６

億

円

で

、

同

月

末

累

計

は

同

�

・

３

％

増

の

�

兆

８

２

５

０

７

億

円

と

増

加

し

た

。

　

補

正

後

予

算

額

�

兆

６

９

８

０

億

円

に

対

す

る

進

捗

割

合

は

�

・

４

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

税

目

別

に

み

る

と

、

�

月

支

給

分

の

給

与

が

中

心

の

源

泉

徴

収

分

は

、

前

月

と

同

様

に

昨

年

施

行

さ

れ

た

定

額

減

税

の

影

響

が

は

く

落

し

た

こ

と

と

、

賃

上

げ

を

背

景

と

し

て

給

与

税

収

が

増

え

た

こ

と

な

ど

に

よ

り

同

�

・

５

％

増

の

１

兆

４

９

８

６

億

円

と

増

加

。

申

告

分

と

合

わ

せ

た

所

得

税

全

体

は

、

同

�

・

３

％

増

の

１

兆

５

６

１

８

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

法

人

税

は

、

�

月

決

算

法

人

の

確

定

申

告

分

と

４

月

決

算

法

人

の

中

間

申

告

分

が

中

心

で

、

企

業

収

益

が

増

加

し

た

こ

と

に

よ

り

同

�

・

１

％

増

の

３

４

７

３

億

円

と

大

幅

に

増

え

た

。

　

消

費

税

は

、

前

年

度

と

ほ

ぼ

同

じ

１

兆

５

２

８

９

億

円

で

、

相

続

税

は

、

同

１

・

８

％

増

の

３

５

２

２

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

酒

税

は

、

同

�

・

５

％

減

の

８

０

５

億

円

と

大

き

く

減

少

し

、

ア

サ

ヒ

ビ

ー

ル

の

サ

イ

バ

ー

攻

撃

に

よ

る

シ

ス

テ

ム

障

害

が

要

因

と

み

ら

れ

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



８年度与党大綱の基本的考え方で示された主な検討項目

租税特別措置の

適用企業名の公表

企業の経営戦略に与える影響や国・企業双方

の事務負担等にも配慮しつつ、具体化に向け

た検討を行い、令和９年度税制改正において

結論を得る。

国外居住親族に

係る扶養控除等

令和２年度税制改正の施行から３年が経過

し、その改正内容の実効性を検証するため、

税務当局において実態調査を行う。その結果

を踏まえ、適正化に向けた税制上の措置を検

討する。

高校生年代の

扶養控除

児童手当の支給対象の高校生年代までの拡充

や高校無償化の所得制限の撤廃等の歳出面で

の対応や、高校生年代の扶養控除の見直しの

方向性を踏まえた住宅ローン控除や生命保険

料控除の先行的な拡充も念頭に、引き続き検

討を進め、結論を得る。

住宅ローン控除

立地要件は、災害イエローゾーンも含めたあ

り方について、災害ハザードエリアの指定状

況も踏まえ、引き続き検討する。

ベビーシッター等

の利用に要する費

用に係る税制上の

措置

来年夏（令和８年夏）を目途として、（ベビーシ

ッター等の）サービスの品質・信頼性の向上や

人材の育成・確保に向けたリ・スキリング、利

用拡大に向けた税制措置を含む支援策等につ

いて、総合的に検討を行い、必要な場合には、

適用対象の範囲等に係る要件を適切に設定し

た上で税制上の措置を講ずることとする。

賃上げ促進税制

中小企業向け措置は、期限到来時に適用状況

等を踏まえ、必要な見直しを検討する。

租税特別措置（特

定の税額控除規定）

の不適用措置

本措置の要件の強化や、対象となる租税特別

措置・企業の拡大について検討を行う。

交際費課税

企業の設備投資や賃上げを強く推進する中、

冗費や濫費の抑制といった交際費課税の趣旨

や会議費の実態を踏まえ、適用期限の到来に

あわせて令和９年度税制改正において見直し

を検討する。

法人版事業承継税

制（特例措置）等

適用期限到来後のあり方については、世代交

代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸

念に加えて、本措置の適用状況や課税の公平

性等の観点も踏まえて多角的な検討を行い、

令和９年度税制改正において結論を得る。

免税事業者等から

の課税仕入れに係

る税額控除に関す

る経過措置

その課税期間における一の免税事業者等から

の課税仕入れのうち本経過措置の対象とでき

る上限額（�億円から１億円に引下げ）につ

いては、取引実態等を踏まえ、今後、さらな

る引下げについて検討する。

国際観光旅客税

今後、さらなる観光施策の強化・充実を図る

ための財源確保の必要性や、今回の税率引上

げによる旅客の負担感、事業者の実務等を勘

案した上で、税率の見直しについて、できる

だけ早期に結論を得られるよう検討を行う。

地方法人課税

特に偏在度の高い地方法人課税における税源

の偏在を是正する追加的な措置として、新た

に法人事業税資本割を特別法人事業税・譲与

税の対象とするとともに、所得割・収入割に

係る特別法人事業税・譲与税の割合を高める

などの措置を検討し、令和９年度税制改正に

おいて結論を得る。

固定資産税

東京都が課税する特別区の土地に係る固定資

産税について、著しく税収が偏在している状

況に鑑み、その課税の仕組みや、東京都と特

別区の事務配分の特例、都区財政調整制度と

いった東京都特有の制度への影響等を踏まえ

つつ、必要な措置を検討し、令和９年度以降

の税制改正において結論を得る。

　

与

党

の

税

制

改

正

大

綱

の

基

本

的

考

え

方

に

は

、

改

正

の

概

要

や

考

え

方

の

ほ

か

、

今

後

の

税

制

改

正

の

方

向

性

と

な

る

、

検

討

項

目

も

示

さ

れ

て

い

る

。

令

和

８

年

度

与

党

大

綱

で

は

、

交

際

費

課

税

に

つ

い

て

、

冗

費

や

濫

費

の

抑

制

と

い

っ

た

交

際

費

課

税

の

趣

旨

や

会

議

費

の

実

態

を

踏

ま

え

、

９

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

見

直

し

を

検

討

す

る

と

し

た

。

ま

た

、

租

税

特

別

措

置

の

適

用

企

業

名

の

公

表

に

つ

い

て

は

、

早

期

に

具

体

化

を

図

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

、

企

業

の

経

営

戦

略

に

与

え

る

影

響

な

ど

に

配

慮

し

つ

つ

、

具

体

化

に

向

け

た

検

討

を

行

い

、

９

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

結

論

を

得

る

と

し

た

。

（

１

月

�

日

）

大

阪

国

税

局

総

務

部

付

（

大

阪

国

税

局

調

査

第

一

部

調

査

管

理

課

長

）

杉

村

　

勝

之

兼

大

阪

国

税

局

調

査

第

一

部

調

査

管

理

課

長

事

務

取

扱

（

大

阪

国

税

局

調

査

第

一

部

次

長

）

今

井

　

一

善

【

辞

職

】

（

熊

本

国

税

局

総

務

部

付

）

栗

脇

　

秀

人

　

厚

生

労

働

省

は

１

月

�

日

、

「

消

費

税

法

施

行

令

第

�

条

の

４

の

規

定

に

基

づ

き

内

閣

総

理

大

臣

及

び

厚

生

労

働

大

臣

が

指

定

す

る

身

体

障

害

者

用

物

品

及

び

そ

の

修

理

の

一

部

を

改

正

す

る

件

」

に

つ

い

て

意

見

募

集

（

パ

ブ

リ

ッ

ク

・

コ

メ

ン

ト

）

を

開

始

し

た

。

消

費

税

の

非

課

税

対

象

と

な

る

身

体

障

害

者

用

物

品

等

に

つ

い

て

、

対

象

品

目

の

見

直

し

を

行

う

。

　

見

直

し

は

、

既

存

の

製

品

分

類

に

追

加

す

る

も

の

が

�

件

、

既

存

の

製

品

分

類

か

ら

削

除

す

る

も

の

が

�

件

、

既

存

の

製

品

の

販

売

元

及

び

販

売

元

の

住

所

ま

た

は

所

在

地

を

変

更

す

る

も

の

が

２

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

公

示

日

は

令

和

８

年

３

月

下

旬

（

予

定

）

、

適

用

期

日

は

８

年

４

月

１

日

と

な

っ

て

い

る

。

な

お

、

パ

ブ

コ

メ

は

３

月

１

日

ま

で

。

　

８

年

度

与

党

大

綱

の

基

本

的

考

え

方

に

お

け

る

主

な

検

討

項

目

は

表

の

と

お

り

。

　

交

際

費

課

税

に

つ

い

て

は

、

６

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

、

損

金

不

算

入

と

な

る

交

際

費

等

の

範

囲

か

ら

除

外

さ

れ

る

一

定

の

飲

食

費

に

係

る

金

額

基

準

に

つ

い

て

、

１

人

当

た

り

５

０

０

０

円

以

下

か

ら

１

万

円

以

下

に

引

き

上

げ

た

。

今

後

の

交

際

費

課

税

の

あ

り

方

に

つ

い

て

は

、

企

業

の

設

備

投

資

や

賃

上

げ

を

強

く

推

進

す

る

中

、

冗

費

や

濫

費

の

抑

制

と

い

っ

た

交

際

費

課

税

の

趣

旨

や

会

議

費

の

実

態

を

踏

ま

え

、

適

用

期

限

の

到

来

に

あ

わ

せ

て

９

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

見

直

し

を

検

討

す

る

と

し

た

。

　

租

税

特

別

措

置

の

適

用

実

態

調

査

は

、

報

告

書

に

お

い

て

、

法

人

税

関

係

の

租

税

特

別

措

置

に

つ

い

て

、

措

置

ご

と

の

適

用

者

数

、

適

用

総

額

、

第

十

順

位

ま

で

の

高

額

適

用

額

等

が

公

表

さ

れ

て

い

る

。

一

方

、

す

で

に

補

助

金

等

の

交

付

先

名

が

原

則

と

し

て

公

表

さ

れ

て

い

る

こ

と

や

、

諸

外

国

に

お

い

て

租

税

の

特

別

措

置

の

適

用

企

業

名

が

公

表

さ

れ

る

仕

組

み

が

整

備

さ

れ

て

い

る

例

が

あ

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

一

層

の

透

明

化

を

図

る

観

点

か

ら

、

適

用

企

業

名

の

公

表

に

つ

い

て

、

早

期

に

具

体

化

を

図

る

必

要

が

あ

る

。

企

業

の

経

営

戦

略

に

与

え

る

影

響

や

国

・

企

業

双

方

の

事

務

負

担

等

に

も

配

慮

し

つ

つ

、

具

体

化

に

向

け

た

検

討

を

行

い

、

９

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

結

論

を

得

る

と

し

た

。

　

自

民

党

税

制

調

査

会

の

資

料

に

よ

る

と

、

検

討

事

項

及

び

留

意

事

項

と

し

て

、

①

公

表

対

象

と

な

る

措

置

、

②

各

措

置

ご

と

の

公

表

対

象

と

な

る

企

業

、

③

公

表

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

、

④

国

が

企

業

の

税

務

情

報

を

公

表

す

る

こ

と

の

必

要

性

と

企

業

の

経

営

戦

略

等

に

与

え

る

影

響

の

バ

ラ

ン

ス

、

⑤

公

表

対

象

範

囲

等

に

比

例

し

て

拡

大

す

る

国

・

企

業

双

方

の

事

務

負

担

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

国

外

居

住

親

族

に

係

る

扶

養

控

除

等

に

つ

い

て

は

、

国

外

で

一

定

以

上

の

所

得

を

稼

得

し

て

い

る

親

族

で

も

控

除

の

対

象

と

さ

れ

て

い

る

と

の

指

摘

を

踏

ま

え

、

２

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

、

�

歳

以

上

�

歳

未

満

の

成

人

の

う

ち

留

学

生

や

障

害

者

等

を

除

く

者

に

は

適

用

し

な

い

こ

と

と

す

る

見

直

し

が

行

わ

れ

た

。

そ

の

施

行

か

ら

３

年

が

経

過

し

、

改

正

内

容

の

実

効

性

を

検

証

す

る

た

め

、

税

務

当

局

に

お

い

て

実

態

調

査

を

行

い

、

そ

の

結

果

を

踏

ま

え

、

適

正

化

に

向

け

た

税

制

上

の

措

置

を

検

討

す

る

と

し

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

昨

年

�

月

�

日

、

日

本

初

の

女

性

総

理

の

高

市

早

苗

内

閣

が

発

足

し

た

。

高

市

内

閣

は

経

済

政

策

と

し

て

「

積

極

財

政

、

強

い

経

済

」

を

掲

げ

て

い

る

。

令

和

８

年

度

予

算

と

一

体

と

し

て

�

・

３

兆

円

の

７

年

度

大

型

補

正

予

算

を

編

成

、

�

月

に

成

立

さ

せ

た

が

、

物

価

高

対

応

、

危

機

管

理

・

成

長

投

資

に

よ

る

強

い

経

済

、

防

衛

力

強

化

な

ど

を

目

指

す

と

し

、

財

源

に

は

�

・

６

兆

円

の

国

債

を

増

発

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

年

末

に

は

歳

入

歳

出

総

額

１

２

２

・

３

兆

円

の

８

年

度

予

算

案

を

閣

議

決

定

し

た

が

、

８

年

１

月

�

日

衆

院

解

散

、

８

年

度

予

算

案

は

国

会

未

提

出

の

ま

ま

と

な

っ

た

。

衆

院

選

後

、

新

た

な

閣

議

決

定

を

経

て

国

会

に

８

年

度

予

算

案

提

出

、

審

議

さ

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う

が

、

予

算

審

議

は

３

月

と

な

ら

ざ

る

を

得

ず

、

１

～

２

か

月

程

度

の

暫

定

予

算

は

避

け

ら

れ

な

い

状

況

に

あ

る

。

総

理

は

補

正

予

算

執

行

の

効

果

が

そ

の

隙

間

を

埋

め

る

と

し

て

い

る

。

　

年

末

に

閣

議

決

定

さ

れ

た

令

和

８

年

度

予

算

案

１

２

２

・

３

兆

円

の

フ

レ

ー

ム

は

、

歳

出

は

一

般

歳

出

�

・

１

兆

円

（

社

会

保

障

関

係

費

�

兆

円

、

防

衛

力

整

備

計

画

経

費

８

・

８

兆

円

な

ど

）

、

地

方

交

付

税

交

付

金

等

�

・

８

兆

円

、

国

債

費

�

・

２

兆

円

、

歳

入

は

税

収

�

・

７

兆

円

、

国

債

�

・

５

兆

円

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

　

一

般

歳

出

は

、

防

衛

力

強

化

、

診

療

報

酬

３

・

�

％

ア

ッ

プ

、

介

護

報

酬

２

・

�

％

ア

ッ

プ

、

福

祉

サ

ー

ビ

ス

報

酬

１

・

�

％

ア

ッ

プ

、

年

金

２

％

ス

ラ

イ

ド

ア

ッ

プ

、

高

校

無

償

化

、

給

食

無

償

化

、

Ｇ

Ｘ

・

半

導

体

予

算

増

、

農

業

構

造

転

換

集

中

対

策

増

、

外

国

人

施

策

等

・

オ

ー

バ

ー

ツ

ー

リ

ズ

ム

対

策

な

ど

関

連

施

策

充

実

、

復

旧

・

復

興

・

防

災

対

策

な

ど

が

強

調

さ

れ

て

い

る

。

　

歳

入

で

は

、

税

収

は

消

費

税

�

・

６

兆

円

、

所

得

税

�

・

３

兆

円

、

法

人

税

�

・

６

兆

円

な

ど

で

景

気

を

反

映

し

て

７

年

度

比

５

・

９

兆

円

の

増

収

、

国

債

収

入

は

�

・

５

兆

円

、

７

年

度

比

９

・

３

兆

円

増

（

７

年

度

は

補

正

予

算

を

含

め

�

・

３

兆

円

）

、

国

債

依

存

度

�

・

２

％

と

な

る

。

　

国

債

利

払

費

は

金

利

上

昇

に

よ

り

７

年

度

比

３

兆

円

余

増

、

巨

額

な

国

債

残

高

の

償

還

費

も

大

き

い

。

こ

の

ト

レ

ン

ド

は

今

後

も

続

き

、

国

債

費

が

他

の

歳

出

を

圧

迫

す

る

。

財

政

赤

字

へ

の

懸

念

か

ら

市

場

の

圧

力

も

強

ま

ろ

う

。

　

わ

が

国

に

と

っ

て

財

政

赤

字

の

縮

減

は

最

重

要

、

喫

緊

の

課

題

で

あ

る

。

Ｇ

Ｄ

Ｐ

の

約

２

倍

、

欧

米

諸

国

に

比

べ

て

Ｇ

Ｄ

Ｐ

比

で

約

２

倍

の

水

準

の

国

債

残

高

を

抱

え

る

わ

が

国

に

と

っ

て

財

政

赤

字

を

減

ら

し

て

い

く

現

実

を

示

す

こ

と

が

、

わ

が

国

の

将

来

に

と

っ

て

も

、

国

際

信

用

に

お

い

て

も

大

切

で

あ

る

。

　

各

党

は

選

挙

で

消

費

税

に

つ

い

て

、

物

価

対

策

と

し

て

食

料

品

無

税

や

消

費

税

率

５

％

へ

の

引

き

下

げ

な

ど

消

費

税

減

税

を

掲

げ

た

が

、

消

費

税

は

社

会

保

障

の

主

要

財

源

で

あ

り

、

物

価

対

策

で

上

下

さ

せ

る

も

の

で

は

な

い

。

国

民

負

担

な

き

財

政

支

出

は

存

立

し

得

な

い

。

消

費

税

減

税

は

歳

出

削

減

を

伴

う

こ

と

を

国

民

は

覚

悟

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

の

選

択

を

迫

る

の

が

政

治

の

役

割

で

あ

ろ

う

。

物

価

問

題

は

引

上

げ

を

押

さ

え

る

動

き

が

必

要

で

あ

る

。

（

匡

）

ＣＲＳ情報の交換状況

（単位：口座数、カッコ内は国・地域数）

受領 提供

令和５事務年度

２，４５５，２８８

（９３）

５１０，７８２

（８０）

令和６事務年度

２，７４５，３７４

（１０１）

３２８，０３４

（８４）

アジア・大洋州

１，８５８，８０８

（１９）

２３１，４８４

（１４）

北米・中南米

１０６，１３１

（�）

２８，２８７

（１９）

欧州・ＮＩＳ諸国

３２０，９６８

（４４）

６３，６０８

（�）

中東・アフリカ

４５９，４６７

（１４）

４，６５５

（９）

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

６

事

務

年

度

の

租

税

条

約

に

基

づ

く

情

報

交

換

事

績

を

ま

と

め

た

。

租

税

条

約

等

に

基

づ

く

情

報

交

換

は

、

「

自

動

的

情

報

交

換

」

「

自

発

的

情

報

交

換

」

「

要

請

に

基

づ

く

情

報

交

換

」

の

３

つ

が

あ

る

。

　

財

務

省

は

４

日

、

日

本

と

フ

ィ

リ

ピ

ン

が

現

行

の

租

税

条

約

（

所

得

に

対

す

る

租

税

に

関

す

る

二

重

課

税

の

回

避

及

び

脱

税

の

防

止

の

た

め

の

日

本

国

と

フ

ィ

リ

ピ

ン

共

和

国

と

の

間

の

条

約

、

１

９

８

０

年

発

効

、

２

０

０

８

年

一

部

改

正

）

に

代

わ

る

新

条

約

に

つ

い

て

、

実

質

合

意

に

至

っ

た

と

公

表

し

た

。

　

新

条

約

は

、

両

国

に

お

け

る

課

税

範

囲

の

明

確

化

、

国

際

的

な

二

重

課

税

の

除

去

並

び

に

脱

税

及

び

租

税

回

避

の

防

止

等

の

た

め

の

規

定

を

拡

充

・

導

入

す

る

。

　

１

点

目

の

「

自

動

的

情

報

交

換

」

に

は

、

「

非

居

住

者

の

金

融

口

座

情

報

（

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

）

」

、

「

法

定

調

書

情

報

」

な

ど

が

あ

る

。

　

ま

ず

、

日

本

居

住

者

の

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

は

、

１

０

１

カ

国

・

地

域

の

外

国

税

務

当

局

か

ら

、

過

去

最

多

の

２

７

４

万

５

３

７

４

件

（

前

年

度

比

�

・

８

％

増

）

、

口

座

残

高

約

�

兆

７

０

０

０

億

円

（

同

�

・

６

％

増

）

を

受

領

。

内

訳

は

、

個

人

口

座

が

約

２

７

２

万

件

で

同

残

高

が

約

９

兆

６

０

０

０

億

円

、

法

人

口

座

が

約

３

万

件

で

同

残

高

が

約

８

兆

１

０

０

０

億

円

と

な

っ

て

い

る

。

一

方

、

海

外

居

住

者

の

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

に

つ

い

て

、

�

カ

国

・

地

域

の

外

国

税

務

当

局

に

�

万

８

０

３

４

件

（

同

�

・

８

％

減

）

、

口

座

残

高

約

８

兆

１

０

０

０

億

円

（

同

�

・

６

％

増

）

を

提

供

し

た

。

「

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

」

の

自

動

的

情

報

交

換

の

状

況

は

表

の

通

り

。

「

法

定

調

書

情

報

」

の

自

動

的

情

報

交

換

は

、

外

国

税

務

当

局

か

ら

同

庁

に

提

供

さ

れ

た

件

数

が

、

�

万

６

９

２

８

件

（

同

２

・

７

％

減

）

、

同

庁

か

ら

外

国

税

務

当

局

に

提

供

し

た

件

数

は

�

万

６

４

９

件

（

同

�

・

６

％

増

）

だ

っ

た

。

　

２

点

目

の

外

国

税

務

当

局

が

調

査

等

の

際

に

入

手

し

た

有

益

な

情

報

を

同

庁

に

自

発

的

に

提

供

し

た

「

自

発

的

情

報

交

換

」

の

件

数

は

、

前

年

度

の

２

・

３

倍

の

１

７

８

１

件

、

同

庁

か

ら

外

国

税

務

当

局

に

提

供

し

た

件

数

は

、

�

件

（

同

�

・

０

％

減

）

だ

っ

た

。

　

次

に

、

国

内

の

税

務

調

査

の

み

で

は

事

実

関

係

を

十

分

に

解

明

で

き

な

い

場

合

に

、

必

要

に

応

じ

て

同

庁

か

ら

外

国

税

務

当

局

に

行

っ

た

「

要

請

に

基

づ

く

情

報

交

換

」

の

要

請

件

数

は

、

前

年

度

よ

り

２

３

２

件

少

な

い

５

０

５

件

と

減

少

し

た

。

　

５

０

５

件

を

地

域

別

に

見

る

と

、

ア

ジ

ア

・

大

洋

州

の

国

・

地

域

向

け

の

要

請

が

３

８

０

件

と

全

体

の

�

％

を

占

め

、

北

米

・

中

南

米

が

�

件

、

欧

州

・

そ

の

他

が

�

件

だ

っ

た

。

　

国

別

で

見

る

と

、

香

港

が

最

多

で

、

続

い

て

韓

国

、

中

国

、

米

国

、

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル

の

順

と

な

っ

て

い

る

。

他

方

、

外

国

税

務

当

局

か

ら

同

庁

へ

要

請

が

あ

っ

た

件

数

は

、

前

年

度

よ

り

１

２

４

件

多

い

３

２

６

件

だ

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

同

庁

は

国

際

的

徴

収

回

避

に

適

切

に

対

応

す

る

た

め

、

滞

納

者

の

資

産

が

租

税

条

約

の

締

約

国

に

あ

る

場

合

、

相

手

国

の

税

務

当

局

へ

徴

収

を

要

請

す

る

こ

と

が

で

き

る

徴

収

共

助

制

度

を

活

用

し

税

収

の

確

保

に

努

め

て

い

る

。

６

事

務

年

度

に

徴

収

共

助

の

要

請

を

行

っ

た

件

数

は

�

件

で

、

要

請

を

受

け

た

件

数

は

７

件

だ

っ

た

。

　

６

事

務

年

度

の

情

報

交

換

の

活

用

例

は

次

の

通

り

（

電

子

版

で

は

、

他

の

事

例

も

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

【

受

領

し

た

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

及

び

要

請

に

基

づ

く

情

報

交

換

の

活

用

例

（

東

京

局

管

内

・

個

人

）

】

　

Ｘ

国

よ

り

受

領

し

た

Ｃ

Ｒ

Ｓ

情

報

か

ら

、

会

社

員

Ａ

が

Ｘ

国

内

に

有

し

て

い

る

証

券

口

座

に

お

い

て

、

株

式

の

配

当

等

に

よ

る

収

入

を

得

て

い

る

こ

と

を

把

握

し

た

た

め

、

調

査

に

着

手

。

調

査

対

象

者

は

、

口

座

を

保

有

す

る

事

実

を

認

め

た

も

の

の

、

発

生

し

た

所

得

の

計

算

に

必

要

な

資

料

の

提

供

依

頼

に

応

じ

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

Ｘ

国

税

務

当

局

に

対

し

て

証

券

口

座

の

取

引

明

細

書

な

ど

の

情

報

提

供

要

請

を

行

っ

た

。

　

Ⅹ

国

税

務

当

局

か

ら

受

領

し

た

情

報

に

基

づ

い

て

、

配

当

所

得

の

金

額

及

び

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

の

金

額

を

算

定

し

、

課

税

を

行

っ

た

。

【

要

請

に

基

づ

く

情

報

交

換

の

活

用

例

（

名

古

屋

局

管

内

・

法

人

）

】

　

調

査

法

人

Ｂ

社

は

、

Ｙ

国

法

人

Ｈ

社

か

ら

の

製

品

仕

入

取

引

を

損

金

と

し

て

計

上

し

て

い

た

。

Ｈ

社

か

ら

の

仕

入

取

引

に

係

る

事

実

関

係

に

つ

い

て

聴

取

し

た

と

こ

ろ

、

当

該

仕

入

取

引

の

存

在

を

証

明

す

る

書

類

の

提

示

が

な

く

、

多

額

の

取

引

を

現

金

決

済

で

行

っ

て

い

る

と

説

明

す

る

等

の

不

審

な

点

が

あ

っ

た

こ

と

か

ら

、

Ｙ

国

税

務

当

局

に

対

し

て

Ｈ

社

の

総

勘

定

元

帳

及

び

取

引

に

関

す

る

契

約

書

等

の

情

報

提

供

要

請

を

行

っ

た

。

　

Ｙ

国

税

務

当

局

か

ら

受

領

し

た

情

報

を

検

討

し

た

結

果

、

実

際

に

は

製

品

仕

入

の

事

実

は

な

く

、

多

額

の

仕

入

取

引

が

架

空

計

上

さ

れ

て

い

る

事

実

を

把

握

し

た

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　ある費用が、明らかに生活費と認められるのであれば、その

費用は家事費に該当しますから、それは容易に事業主借勘定に

振り分けられます。例えば、子供の学校の給食費が雑費に算入

されていたとしても、それは意図的なものではなく不注意に基

づくのが一般的ですから、これが必要経費であるとして争点化

することはまずないでしょう。問題となるのは、家事関連費に

当たる費用の振分けです。具体的には、①業務の遂行上必要な

部分を区分せずに、その費用の全額を必要経費に算入するケー

ス、②個人事業者が採用した区分の方法が合理的でないと認め

られるケース、そして③家事費を家事関連費として処理し、そ

の一部を必要経費に算入するケースの３つです。これらの視点

に立って、必要経費該当性を検討すると、以下のとおりです。

⑴　家事関連費等であるにも関わらずその全額を必要経費して

処理

　家事関連費は、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分でき

る場合は、その部分に相当する経費を必要経費算入することが

できます（所法�①一、所令�）。では、その明らかに区分で

きることを避け、その費用の全額を必要経費に算入していると

したらどうでしょう。当然ながら、それは認められない処理と

いうことになります。例えば、１階部分が店舗、２階部分が住

居というような店舗兼住宅であれば、業務の遂行上必要な部分

を面積比などにより按分し、合理的に必要経費を算出すること

が可能です。しかし、パソコンなどの事務作業が中心の業種の

場合、自宅で業務を行っていたとしても、具体的にどの部分（部

屋）が作業場なのかを特定しづらいほか、どこでも作業ができ

るのだとしたら、作業場兼自宅に係る費用の全額を必要経費に

算入できるのでしょうか。このようなケースでは、たとえその

作業場兼自宅で業務を行っているのだとしても、かかる費用を

必要経費に算入することはできません。産婦人科医院の裁判例

では、「事業用の建物内に事業主が居住し、家庭生活を営む場

合、課税に際して右建物全体を事業用資産として扱うことは所

得税法�条１項によって許されないものと解され、このことは、

居住用の建物のみを有する者との比較において、十分合理性が

あるから、事業主が純然たる家庭生活を営む部分はもちろんの

こと、そのほか一時的または臨時的に事業用に使用する部分で

あっても、その部分が主として事業主の家庭生活に使用される

限り、事業用資産とはしえない。」旨示されています（大分地

判昭６０．４．２４）。

　以上のとおり、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分でき

ないのであれば、それは必要経費に算入できない家事関連費と

いうことになります。仮に、上記のような作業場兼自宅で作業

を行っているのだとしたら、作業スペースを明確にするなどし

て、家事関連費の按分計算を試みてはいかがでしょうか。

　

「

税

制

は

政

治

な

り

」

と

は

、

よ

く

言

っ

た

も

の

で

、

昨

年

�

月

�

日

、

難

産

の

末

に

公

表

さ

れ

た

「

自

由

民

主

党

・

日

本

維

新

の

会

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

」

も

、

年

明

け

の

衆

議

院

解

散

で

そ

の

運

命

も

翻

弄

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

　

そ

の

大

綱

で

取

り

上

げ

ら

れ

て

い

る

「

相

続

税

等

の

財

産

評

価

の

適

正

化

」

に

つ

い

て

は

、

政

治

的

に

影

響

さ

れ

る

も

の

で

も

な

い

か

ら

、

こ

の

適

正

化

は

円

滑

に

実

施

さ

れ

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

も

っ

と

も

、

次

回

以

降

に

詳

述

す

る

よ

う

に

、

評

価

論

（

評

価

の

あ

り

方

）

と

し

て

は

、

い

く

つ

か

の

問

題

点

を

指

摘

で

き

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

　

と

も

あ

れ

、

大

綱

で

は

、

貸

付

用

不

動

産

の

評

価

の

適

正

化

に

つ

い

て

、

次

の

よ

う

に

提

言

し

て

い

る

。

　

「

相

続

税

法

の

時

価

主

義

の

下

、

貸

付

用

不

動

産

の

市

場

価

格

と

相

続

税

評

価

額

と

の

乖

離

の

実

態

を

踏

ま

え

、

そ

の

取

引

実

態

等

を

考

慮

し

、

次

の

見

直

し

を

行

う

。

　

①

　

被

相

続

人

等

が

課

税

時

期

前

５

年

以

内

に

対

価

を

伴

う

取

引

に

よ

り

取

得

又

は

新

築

を

し

た

一

定

の

貸

付

用

不

動

産

に

つ

い

て

は

、

課

税

時

期

に

お

け

る

通

常

の

取

引

価

額

に

相

当

す

る

金

額

に

よ

っ

て

評

価

す

る

。

（

注

）

　

上

記

の

課

税

時

期

に

お

け

る

通

常

の

取

引

価

額

に

相

当

す

る

金

額

に

つ

い

て

は

、

課

税

上

の

弊

害

が

な

い

限

り

、

被

相

続

人

等

が

取

得

等

を

し

た

貸

付

用

不

動

産

に

係

る

取

得

価

額

を

基

に

地

価

の

変

動

等

を

考

慮

し

て

計

算

し

た

価

額

の

１

０

０

分

の

�

に

相

当

す

る

金

額

に

よ

っ

て

評

価

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

す

る

。

　

②

　

不

動

産

特

定

共

同

事

業

契

約

又

は

信

託

受

益

権

に

係

る

金

融

商

品

取

引

契

約

の

う

ち

一

定

の

も

の

に

基

づ

く

権

利

の

目

的

と

な

っ

て

い

る

貸

付

用

不

動

産

に

つ

い

て

は

、

そ

の

取

得

の

時

期

に

か

か

わ

ら

ず

、

課

税

時

期

に

お

け

る

通

常

の

取

引

価

額

に

相

当

す

る

金

額

に

よ

っ

て

評

価

す

る

。

（

注

）

　

上

記

の

課

税

時

期

に

お

け

る

通

常

の

取

引

価

額

に

相

当

す

る

金

額

に

つ

い

て

は

、

課

税

上

の

弊

害

が

な

い

限

り

、

出

資

者

等

の

求

め

に

応

じ

て

事

業

者

等

が

示

し

た

適

正

な

処

分

価

格

・

買

取

価

格

等

、

事

業

者

等

が

把

握

し

て

い

る

適

正

な

売

買

実

例

価

額

又

は

定

期

報

告

書

等

に

記

載

さ

れ

た

不

動

産

の

価

格

等

を

参

酌

し

て

求

め

た

金

額

に

よ

っ

て

評

価

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

す

る

。

た

だ

し

、

こ

れ

ら

に

該

当

す

る

も

の

が

な

い

と

認

め

ら

れ

る

場

合

に

は

、

上

記

①

に

準

じ

て

評

価

（

取

得

時

期

や

評

価

の

安

全

性

を

考

慮

）

す

る

。

」

　

こ

の

よ

う

な

貸

付

用

不

動

産

の

評

価

の

適

正

化

を

図

る

背

景

に

は

、

次

の

よ

う

な

実

例

が

あ

る

と

い

う

。

ま

ず

、

前

記

の

①

に

関

し

て

は

、

被

相

続

人

が

、

相

続

開

始

約

２

年

８

月

前

に

�

億

円

の

借

入

金

で

一

棟

賃

貸

マ

ン

シ

ョ

ン

を

取

得

し

た

と

こ

ろ

、

相

続

開

始

時

の

通

達

評

価

額

が

約

４

億

２

０

０

０

万

円

で

あ

っ

た

。

相

続

税

額

が

�

億

３

０

０

０

万

円

か

ら

４

億

４

０

０

０

万

円

に

減

額

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

。

　

ま

た

、

前

記

②

の

実

例

に

つ

い

て

は

、

贈

与

者

が

、

不

動

産

販

売

会

社

か

ら

不

動

産

小

口

化

商

品

（

信

託

受

益

権

）

を

現

金

３

０

０

０

万

円

で

購

入

し

、

こ

れ

を

子

ど

も

に

贈

与

す

る

と

、

通

達

評

価

額

が

４

８

０

万

円

に

な

る

の

で

、

３

０

０

０

万

円

に

対

応

す

る

贈

与

税

額

１

１

９

５

万

円

を

�

万

円

に

減

額

で

き

る

こ

と

に

な

っ

た

。

し

か

も

、

こ

の

よ

う

な

事

例

に

お

い

て

は

、

受

贈

者

で

あ

る

子

ど

も

は

、

そ

の

不

動

産

小

口

化

商

品

を

販

売

元

で

あ

る

不

動

産

販

売

会

社

に

対

し

て

親

の

取

得

価

額

で

あ

る

３

０

０

０

万

円

程

度

で

転

売

で

き

る

と

い

う

の

で

あ

る

か

ら

、

２

９

５

１

万

円

の

現

金

を

無

税

で

取

得

し

た

こ

と

に

も

な

る

。

　

こ

の

よ

う

な

節

税

（

租

税

回

避

）

に

つ

い

て

は

、

現

行

の

財

産

評

価

基

本

通

達

（

評

価

通

達

）

の

原

則

的

評

価

や

そ

れ

を

補

完

す

る

た

め

に

設

け

ら

れ

て

き

た

個

別

通

達

で

は

対

応

で

き

な

い

の

で

、

結

局

、

評

価

通

達

６

項

（

こ

の

通

達

の

定

め

に

よ

っ

て

評

価

す

る

こ

と

が

著

し

く

不

適

当

と

認

め

ら

れ

る

財

産

の

価

額

は

、

国

税

庁

長

官

の

指

示

を

受

け

て

評

価

す

る

）

を

適

用

せ

ざ

る

を

得

な

い

こ

と

に

な

る

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

最

高

裁

判

所

と

し

て

、

初

め

て

評

価

通

達

６

項

を

適

用

し

た

課

税

処

分

を

適

法

と

認

め

た

最

高

裁

令

和

４

年

４

月

�

日

判

決

に

係

る

最

高

裁

調

査

官

の

解

説

で

も

「

６

項

の

適

用

は

納

税

者

の

予

測

可

能

性

を

害

す

る

の

で

、

個

別

通

達

の

整

備

が

望

ま

し

い

」

旨

の

指

摘

も

あ

っ

た

の

で

、

国

税

当

局

と

し

て

は

、

そ

の

指

摘

に

対

処

し

た

と

も

言

え

る

。

こ

の

よ

う

な

評

価

の

適

正

化

は

是

と

す

る

に

し

て

も

、

こ

の

評

価

の

適

正

化

に

は

次

回

か

ら

述

べ

る

よ

う

な

問

題

が

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

所

得

税

基

本

通

達

は

、

昭

和

�

年

７

月

に

制

定

さ

れ

、

以

来

、

所

得

税

関

係

法

令

の

改

正

等

に

よ

り

数

次

に

わ

た

り

改

正

さ

れ

て

き

た

。

　

本

書

は

、

前

版

以

降

の

改

正

事

項

を

織

り

込

ん

だ

最

新

版

（

令

和

７

年

�

月

�

日

改

正

ま

で

を

織

込

み

改

訂

）

。

　

基

本

通

達

の

全

項

目

に

つ

い

て

趣

旨

や

考

え

方

を

示

し

、

実

務

上

の

留

意

点

を

設

例

、

計

算

例

等

を

用

い

て

詳

細

に

解

り

易

く

解

説

。

　

具

体

的

に

は

、

課

税

所

得

の

範

囲

、

所

得

の

帰

属

に

関

す

る

通

則

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

「

第

１

編

　

総

則

」

か

ら

始

ま

り

、

必

要

経

費

等

の

計

算

、

資

産

の

評

価

及

び

償

却

費

、

所

得

控

除

、

税

額

の

計

算

、

申

告

、

納

付

及

び

還

付

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

「

第

２

編

　

居

住

者

の

納

税

義

務

」

、

非

居

住

者

の

納

税

義

務

、

法

人

の

納

税

義

務

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

「

第

３

編

　

非

居

住

者

及

び

法

人

の

納

税

義

務

」

、

利

子

所

得

及

び

配

当

所

得

に

係

る

源

泉

徴

収

、

給

与

所

得

に

係

る

源

泉

徴

収

、

退

職

所

得

に

係

る

源

泉

徴

収

、

報

酬

、

料

金

等

に

係

る

源

泉

徴

収

、

非

居

住

者

又

は

法

人

の

所

得

に

係

る

源

泉

徴

収

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

「

第

４

編

　

源

泉

徴

収

」

な

ど

で

構

成

。

　

Ａ

５

判

、

１

３

９

２

ペ

ー

ジ

。

定

価

６

０

５

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

当

初

か

ら

申

告

し

な

い

と

い

う

確

定

的

な

意

図

の

下

に

し

た

、

金

員

の

取

得

行

為

お

よ

び

取

得

後

の

一

連

の

行

為

は

、

隠

蔽

等

に

該

当

す

る

と

し

た

事

例

。

　

請

求

人

が

、

○

○

か

ら

○

○

し

た

金

員

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

が

、

当

該

金

員

は

雑

所

得

と

し

て

課

税

の

対

象

と

な

り

、

ま

た

、

請

求

人

に

は

、

当

該

金

員

が

自

ら

の

所

得

で

は

な

い

か

の

よ

う

に

隠

蔽

ま

た

は

仮

装

し

た

事

実

が

認

め

ら

れ

る

と

し

て

、

所

得

税

等

の

決

定

処

分

お

よ

び

重

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

の

に

対

し

、

請

求

人

が

、

当

該

金

員

は

、

当

該

○

○

に

対

し

○

○

と

し

て

○

○

す

る

旨

の

合

意

が

成

立

し

て

い

る

た

め

雑

所

得

に

係

る

総

収

入

金

額

に

算

入

す

べ

き

で

な

い

か

ら

、

課

税

の

対

象

と

な

る

所

得

は

生

じ

て

お

ら

ず

、

ま

た

、

請

求

人

に

は

隠

蔽

ま

た

は

仮

装

の

事

実

は

な

い

な

ど

と

し

て

原

処

分

の

一

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

請

求

人

の

主

張

を

退

け

る

判

断

を

し

た

（

令

和

７

年

４

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

平

成

�

年

頃

に

本

件

勤

務

先

法

人

に

入

社

し

、

本

件

勤

務

先

法

人

に

お

い

て

○

○

と

し

て

勤

務

す

る

と

と

も

に

、

�

年

か

ら

は

本

件

勤

務

先

法

人

の

関

係

法

人

で

あ

る

本

件

法

人

の

○

○

を

兼

務

し

て

い

た

。

　

請

求

人

は

、

�

年

２

月

�

日

か

ら

令

和

５

年

９

月

６

日

ま

で

の

間

に

お

い

て

、

以

下

の

方

法

に

よ

り

、

○

○

か

ら

金

員

を

○

○

し

、

○

○

に

よ

り

得

た

金

員

を

○

○

に

費

消

し

て

い

た

。

　

請

求

人

は

、

○

○

に

よ

っ

て

取

得

し

た

金

員

を

請

求

人

口

座

に

○

○

し

た

。

　

請

求

人

は

、

○

○

を

免

れ

る

た

め

、

本

件

法

人

の

会

計

ソ

フ

ト

を

操

作

し

、

本

件

法

人

が

、

架

空

の

法

人

で

あ

る

本

件

架

空

法

人

に

対

し

て

、

製

造

消

耗

品

費

を

支

払

っ

た

と

す

る

架

空

の

仕

訳

を

入

力

し

、

そ

の

際

、

当

該

仕

訳

の

摘

要

欄

に

は

「

○

○

社

」

と

記

載

し

て

い

た

（

本

件

架

空

仕

訳

）

。

　

請

求

人

は

、

本

件

架

空

仕

訳

を

基

に

、

こ

れ

に

見

合

っ

た

架

空

の

請

求

書

お

よ

び

架

空

の

納

品

書

を

作

成

し

、

架

空

の

請

求

書

に

は

発

行

者

と

し

て

、

ま

た

、

架

空

の

納

品

書

に

は

納

品

者

と

し

て

本

件

架

空

法

人

の

社

名

等

を

記

載

す

る

と

と

も

に

、

架

空

の

請

求

書

に

は

、

請

求

額

の

振

込

先

と

し

て

、

本

件

架

空

法

人

名

義

の

架

空

の

銀

行

口

座

を

記

載

し

た

。

　

請

求

人

に

よ

る

こ

れ

ら

を

本

件

○

○

等

行

為

と

い

う

。

　

請

求

人

と

本

件

法

人

は

、

５

年

�

月

�

日

、

○

○

を

原

因

と

し

て

、

請

求

人

が

○

○

に

対

す

る

本

件

○

○

金

（

○

○

円

）

の

○

○

に

つ

い

て

合

意

し

、

「

合

意

書

」

と

題

す

る

書

面

を

作

成

し

た

（

横

領

等

に

よ

る

返

還

・

弁

償

等

の

合

意

書

と

思

わ

れ

る

）

。

　

争

点

は

、

本

件

○

○

等

行

為

は

、

通

則

法

第

�

条

第

２

項

に

規

定

す

る

「

隠

蔽

し

、

又

は

仮

装

し

」

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

取

得

し

た

金

員

を

全

て

○

○

か

ら

、

請

求

人

口

座

に

○

○

し

て

い

る

こ

と

、

ま

た

、

本

件

法

人

の

会

計

ソ

フ

ト

に

本

件

架

空

仕

訳

を

入

力

し

た

こ

と

は

、

○

○

が

○

○

し

な

い

よ

う

に

す

る

た

め

の

行

為

で

あ

っ

て

、

取

得

し

た

金

員

に

対

す

る

課

税

を

免

れ

る

た

め

に

行

っ

た

行

為

で

は

な

い

。

　

取

得

し

た

金

員

は

本

件

法

人

に

○

○

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

、

申

告

を

し

な

い

こ

と

を

意

図

し

て

い

た

わ

け

で

は

な

い

か

ら

、

請

求

人

に

よ

る

こ

れ

ら

の

行

為

は

、

通

則

法

第

�

条

第

２

項

に

規

定

す

る

「

国

税

の

課

税

標

準

等

又

は

税

額

等

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

べ

き

事

実

の

全

部

又

は

一

部

を

隠

蔽

し

、

又

は

仮

装

し

」

に

は

該

当

し

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

○

○

等

行

為

は

、

そ

の

い

ず

れ

か

が

欠

け

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

請

求

人

が

○

○

か

ら

金

員

を

○

○

し

た

事

実

が

容

易

に

○

○

す

る

こ

と

と

な

る

と

こ

ろ

、

請

求

人

は

、

本

件

請

求

人

口

座

を

利

用

し

て

金

員

を

○

○

し

、

○

○

し

た

後

に

お

い

て

、

本

件

架

空

仕

訳

の

入

力

お

よ

び

本

件

架

空

請

求

書

等

の

作

成

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

金

員

を

○

○

し

た

事

実

が

○

○

し

な

い

よ

う

に

事

後

措

置

を

講

じ

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

な

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

本

件

○

○

等

行

為

の

各

行

為

は

、

本

件

法

人

に

よ

る

決

算

確

定

お

よ

び

確

定

申

告

に

結

び

付

き

得

る

一

連

の

行

為

と

し

て

把

握

す

る

こ

と

が

相

当

で

あ

る

。

　

請

求

人

が

本

件

法

人

の

会

計

ソ

フ

ト

に

本

件

架

空

仕

訳

を

入

力

す

る

な

ど

の

仮

装

行

為

を

行

っ

た

の

は

、

請

求

人

が

本

件

法

人

か

ら

金

員

を

○

○

し

た

た

め

、

こ

れ

を

隠

蔽

す

る

必

要

が

生

じ

た

た

め

で

あ

る

。

　

し

か

し

実

際

に

は

、

請

求

人

は

○

○

に

よ

り

本

件

法

人

か

ら

金

員

を

○

○

し

、

請

求

人

に

所

得

が

生

じ

て

い

る

こ

と

を

併

せ

考

え

る

と

、

請

求

人

は

、

自

己

の

所

得

に

つ

い

て

申

告

し

な

い

と

の

確

定

的

な

意

図

に

基

づ

き

、

情

を

知

ら

な

い

第

三

者

で

あ

る

本

件

法

人

を

手

足

と

し

て

利

用

し

、

請

求

人

が

入

力

し

た

架

空

仕

訳

に

基

づ

き

作

成

さ

れ

た

内

容

虚

偽

の

会

計

帳

簿

に

基

づ

き

確

定

申

告

を

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

○

○

の

事

実

が

○

○

し

な

い

よ

う

に

す

る

と

と

も

に

、

○

○

に

よ

り

得

た

所

得

に

つ

い

て

も

申

告

し

な

か

っ

た

と

い

え

る

。

　

請

求

人

は

、

単

に

自

己

の

所

得

に

関

し

納

税

申

告

書

を

提

出

し

な

か

っ

た

と

い

う

に

と

ど

ま

ら

ず

、

当

初

か

ら

○

○

に

よ

っ

て

得

た

所

得

を

申

告

し

な

い

と

い

う

確

定

的

な

意

図

の

下

、

本

件

法

人

と

い

う

第

三

者

に

対

し

て

内

容

虚

偽

の

会

計

処

理

等

を

行

い

、

情

を

知

ら

な

い

本

件

法

人

を

手

足

と

し

て

利

用

し

て

、

課

税

機

関

に

対

す

る

内

容

虚

偽

の

確

定

申

告

を

さ

せ

て

、

請

求

人

の

所

得

が

発

覚

し

な

い

よ

う

に

し

た

と

い

え

る

。

　

こ

れ

は

、

そ

の

意

図

を

外

部

か

ら

も

う

か

が

い

得

る

特

段

の

行

動

を

し

た

上

、

そ

の

意

図

に

基

づ

き

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

納

税

申

告

書

を

提

出

し

な

か

っ

た

も

の

で

あ

る

と

評

価

で

き

る

か

ら

、

本

件

法

人

に

よ

る

決

算

確

定

お

よ

び

確

定

申

告

に

結

び

付

き

得

る

本

件

○

○

等

行

為

は

、

通

則

法

第

�

条

第

２

項

に

規

定

す

る

「

隠

蔽

し

、

又

は

仮

装

し

」

に

該

当

す

る

と

認

め

ら

れ

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



【

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

の

拡

充

】

　

住

宅

ロ

ー

ン

減

税

に

つ

い

て

適

用

期

限

を

令

和

�

年

入

居

分

ま

で

５

年

間

延

長

を

し

た

上

で

、

質

の

高

い

既

存

住

宅

で

借

入

限

度

額

の

拡

充

や

子

育

て

上

乗

せ

措

置

の

対

象

の

拡

充

を

行

う

。

　

具

体

的

に

は

、

８

年

以

降

に

入

居

す

る

場

合

、

既

存

住

宅

の

う

ち

省

エ

ネ

性

能

の

高

い

も

の

で

は

借

入

限

度

額

を

引

き

上

げ

る

と

と

も

に

、

子

育

て

世

帯

・

若

者

夫

婦

世

帯

に

は

借

入

限

度

額

の

上

乗

せ

措

置

を

講

じ

る

。

他

方

、

�

年

度

以

降

、

新

築

等

が

認

め

ら

れ

な

く

な

る

省

エ

ネ

基

準

適

合

住

宅

は

新

築

住

宅

・

既

存

住

宅

と

も

に

借

入

限

度

額

を

引

き

下

げ

、

新

築

住

宅

で

は

�

年

以

降

、

原

則

と

し

て

制

度

の

適

用

対

象

外

と

す

る

。

　

省

エ

ネ

基

準

適

合

以

上

の

既

存

住

宅

は

控

除

期

間

を

現

行

の

�

年

間

か

ら

�

年

間

に

拡

充

す

る

。

ま

た

、

こ

れ

ま

で

新

築

住

宅

に

の

み

認

め

ら

れ

て

き

た

床

面

積

要

件

を

�

平

方

㍍

以

上

に

緩

和

す

る

措

置

を

既

存

住

宅

に

も

適

用

す

る

。

た

だ

、

合

計

所

得

金

額

１

０

０

０

万

円

超

の

者

お

よ

び

子

育

て

世

帯

等

へ

の

上

乗

せ

措

置

の

利

用

者

は

従

来

ど

お

り

�

平

方

㍍

以

上

と

な

る

。

　

こ

の

ほ

か

、

新

た

に

立

地

要

件

を

設

け

、

�

年

以

降

入

居

分

か

ら

土

砂

災

害

特

別

警

戒

区

域

や

地

す

べ

り

防

止

区

域

、

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

、

浸

水

被

害

防

止

区

域

、

災

害

危

険

区

域

を

指

す

土

砂

災

害

な

ど

の

災

害

レ

ッ

ド

ゾ

ー

ン

で

の

新

築

住

宅

は

制

度

の

適

用

対

象

外

（

建

替

え

、

既

存

住

宅

、

リ

フ

ォ

ー

ム

は

適

用

対

象

）

と

す

る

。

【

こ

ど

も

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

創

設

】

　

長

期

・

安

定

的

な

投

資

を

通

じ

て

大

学

進

学

等

や

成

人

後

の

ラ

イ

フ

イ

ベ

ン

ト

に

必

要

な

資

金

を

蓄

え

ら

れ

る

よ

う

に

、

現

在

は

�

歳

以

上

に

限

定

さ

れ

て

い

る

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

つ

み

た

て

投

資

枠

の

年

齢

要

件

を

９

年

か

ら

撤

廃

し

、

「

こ

ど

も

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

」

と

し

て

年

間

投

資

枠

と

非

課

税

保

有

限

度

額

を

設

定

す

る

。

　

年

間

投

資

枠

は

�

万

円

、

非

課

税

保

有

限

度

額

は

６

０

０

万

円

と

す

る

。

�

歳

以

降

に

な

る

と

、

通

常

の

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

に

自

動

的

に

移

行

す

る

。

同

じ

く

�

歳

未

満

を

対

象

と

し

、

か

つ

て

存

在

し

て

い

た

ジ

ュ

ニ

ア

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

は

原

則

�

歳

ま

で

払

出

し

不

可

だ

っ

た

が

、

こ

ど

も

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

は

�

歳

以

降

に

子

の

同

意

を

得

た

場

合

は

親

権

者

等

に

よ

る

払

出

し

が

可

能

と

な

る

。

【

教

育

資

金

一

括

贈

与

の

非

課

税

措

置

の

終

了

】

　

利

用

が

低

迷

し

て

い

る

一

方

、

利

用

者

が

富

裕

層

に

偏

っ

て

い

る

こ

と

や

教

育

費

の

無

償

化

等

の

進

展

、

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

の

拡

充

等

を

踏

ま

え

、

教

育

資

金

の

一

括

贈

与

の

係

る

贈

与

税

非

課

税

措

置

は

適

用

期

限

（

８

年

３

月

末

）

の

延

長

を

行

わ

な

い

。

　所得税法上非課税とされる食事支給

には、①職務の性質上必要な給付とし

て無料で支給されるもので、法令上非

課税とされるもの（例：船員食事）、

②福利厚生的性格あるいは業務上の必

要性などから取扱通達で課税扱いとし

ないとされているものがあります。

　取扱通達によって課税しないとされ

ているものには、③残業又は宿日直者

に支給する食事の他に、④使用者の負

担に一定額の限度額を設けているもの

があります。

　今回の不思議は、④の食事の負担額

の取扱いについてです。なお、令和８

年度税制改正大綱で食事支給の所得税

非課税限度額が月額３５００円から７５００円

への引き上げが盛り込まれています。

　ここでは、「令和７年度源泉徴収の

あらまし」（国税庁刊Ｐ�、�）を基

に現行３５００円による記述をしますと、

①食事支給を受ける人の負担額≧食事

の価額×１／２　

かつ、②月額単位で（食事の価額－食

事支給を受ける人の負担額）≦３５００円

　すなわち、月額での会社の負担が３５０

０円以下で、かつ、食事の支給を受け

る者が３５００円以上負担している場合に

は現物給与課税はないこととなりま

す。従って、会社の負担が月額３５００円

を超えると全額が給与所得とされるこ

と（所基通�―�の２）になります。

　食事の評価は、①使用者が自己の食

堂施設等において調理して支給する食

事の場合は、その食事の材料等に要す

る直接費の額に相当する金額、②使用

者が他から購入して支給する食事の場

合は、その食事の購入価額に相当する

金額とされています。

【不思議その１】月額３５００円（改正後

７５００円）とは？

　月額３５００円（改正後７５００円）ですが、

国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に

関するＦＡＱ（源所得税関係）」のＱ�

⑤で、「毎月交付された食券の未使用分

については、翌月以降に繰り越して使

用することができる。また、食券の利

用可能期間は、交付日から１年とする」

とあり、回答で一定の制限を付した上

で課税対象としないとしています。

　おって、食券未使用分には、翌月以

降も使用可能としたとしても、その繰

越し使用した食券は、本来これを利用

すべき月に使用したものとして取り扱

って差し支えないと答えています。さ

らに民間電子チケット発行業者の取扱

いマニュアルには、未使用電子チケッ

トは退職後１年以内は使用可能と謳っ

ています。

　いずれも食事をする人の負担に配慮

した扱いですので異論はありません。

１カ月負担額３５００円（改正後７５００円）の

例外的取扱いと考えますが、通達本文

に取り入れていないことの不思議です。

【不思議その２】食事提供の評価は？

　食事提供に当たって、自己の食堂施

設で調理することによるコストを削減

するため、外部業者の出店（弁当提供）

に変更する事例があります。食べる側

からすると、どちらも食事の価値の評

価は同じですが、現物給与での評価額

は異なります。そこで、例えば、７割

評価で３割は会社負担でも良いのでは

ないかと思います。

【不思議その３】月額の負担額を超過？

　食事の支給で、使用者負担額が月額

��円（改正後７５００円）を超えると全額

給与課税対象となる取扱いですが、そ

うしますと、福利厚生の観点からみる

と福利厚生の効果がゼロとなります。

通勤手当等と同様に、基礎控除方式（超

過した場合は超過額のみ現物給与課

税）になっていないことが不思議です。

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

大

阪

国

税

局

間

税

協

力

会

連

合

会

（

田

茂

井

豊

晴

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

デ

ジ

タ

ル

庁

企

画

官

の

加

藤

博

之

氏

を

講

師

に

迎

え

、

デ

ジ

タ

ル

化

セ

ミ

ナ

ー

を

Ｗ

ｅ

ｂ

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

セ

ミ

ナ

ー

で

は

、

デ

ジ

タ

ル

イ

ン

ボ

イ

ス

に

つ

い

て

日

本

と

諸

外

国

の

現

状

に

つ

い

て

の

説

明

の

後

、

Ｎ

Ｅ

Ｃ

ネ

ク

サ

ソ

リ

ュ

ー

シ

ョ

ン

ズ

株

式

会

社

の

津

田

裕

弥

氏

と

サ

ン

ト

リ

ー

ビ

ジ

ネ

ス

シ

ス

テ

ム

株

式

会

社

の

伊

藤

正

人

氏

も

参

加

し

、

対

談

の

中

で

そ

の

「

ベ

ネ

フ

ィ

ッ

ト

」

と

導

入

に

当

た

っ

て

の

課

題

な

ど

に

つ

い

て

、

活

発

な

意

見

交

換

が

な

さ

れ

た

。

　

加

藤

企

画

官

は

、

「

諸

外

国

で

は

デ

ジ

タ

ル

イ

ン

ボ

イ

ス

の

義

務

化

が

進

ん

で

お

り

、

皆

さ

ん

も

海

外

の

取

引

先

か

ら

デ

ジ

タ

ル

イ

ン

ボ

イ

ス

で

の

取

引

を

求

め

ら

れ

る

こ

と

が

あ

る

か

も

し

れ

な

い

の

で

、

準

備

を

進

め

て

ほ

し

い

、

決

し

て

他

人

事

で

は

な

い

」

と

呼

び

掛

け

た

。

　

東

京

・

麻

布

税

務

署

管

内

の

古

美

術

商

の

組

合

で

あ

る

弥

生

会

（

熊

沢

正

幸

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

霞

会

館

で

税

務

研

修

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

研

修

会

で

は

、

麻

布

税

務

署

の

佐

野

忠

史

署

長

が

「

こ

れ

ま

で

を

振

り

返

っ

て

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

。

　

国

税

庁

と

東

京

国

税

局

の

情

報

シ

ス

テ

ム

開

発

に

長

年

携

わ

っ

て

き

た

佐

野

署

長

は

、

Ｋ

Ｓ

Ｋ

（

国

税

総

合

管

理

）

シ

ス

テ

ム

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

、

法

人

番

号

管

理

シ

ス

テ

ム

、

免

税

販

売

管

理

シ

ス

テ

ム

な

ど

こ

れ

ま

で

手

掛

け

て

き

た

シ

ス

テ

ム

に

つ

い

て

説

明

し

た

。

こ

の

ほ

か

、

同

署

管

内

の

現

在

の

地

図

と

明

治

大

正

時

代

の

古

地

図

を

対

比

さ

せ

、

麻

布

周

辺

の

変

遷

に

つ

い

て

、

楽

し

い

解

説

を

交

え

な

が

ら

語

っ

た

。

　

ま

た

、

参

加

者

に

Ａ

Ｌ

Ｌ

―

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

協

力

と

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

、

納

税

証

明

書

の

オ

ン

ラ

イ

ン

請

求

の

利

用

を

呼

び

掛

け

た

。

　

こ

の

後

引

き

続

き

、

東

京

税

理

士

会

麻

布

支

部

の

税

理

士

・

野

村

尚

史

氏

が

、

「

税

理

士

に

な

っ

て

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

し

た

。

　

大

阪

・

豊

能

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

鶴

原

英

生

会

長

）

と

豊

能

税

務

署

（

松

川

善

彦

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

豊

中

市

の

ホ

テ

ル

ア

イ

ボ

リ

ー

に

お

い

て

、

大

阪

国

税

局

の

段

林

雅

也

徴

収

部

次

長

を

は

じ

め

多

く

の

来

賓

参

列

の

下

、

中

学

生

・

高

校

生

の

「

税

の

作

文

表

彰

式

」

を

開

催

し

、

大

阪

府

知

事

賞

を

受

賞

し

た

豊

中

市

立

第

十

二

中

学

校

の

初

鹿

咲

耶

さ

ん

ら

受

賞

者

に

賞

状

を

手

渡

し

た

＝

写

真

。

　

段

林

徴

収

部

次

長

は

「

中

学

生

・

高

校

生

の

皆

様

が

、

租

税

の

意

義

や

役

割

を

理

解

し

、

社

会

に

つ

い

て

考

え

て

く

だ

さ

っ

て

い

る

こ

と

に

大

変

心

強

い

と

感

じ

た

」

と

祝

辞

を

述

べ

た

。

　

最

後

に

中

学

生

の

部

で

は

初

鹿

さ

ん

、

高

校

生

の

部

で

は

公

益

社

団

法

人

豊

能

納

税

協

会

会

長

賞

を

受

賞

し

た

履

正

社

高

校

の

田

村

柚

乃

さ

ん

が

作

品

を

朗

読

し

、

出

席

者

か

ら

大

き

な

拍

手

を

受

け

た

。

　

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

推

進

高

松

ワ

ー

キ

ン

グ

・

グ

ル

ー

プ

（

通

称

Ｃ

ａ

Ｐ

Ｔ

ａ

：

キ

ャ

プ

タ

）

が

こ

の

ほ

ど

、

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

発

足

式

」

を

高

松

税

務

署

に

お

い

て

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

Ｃ

ａ

Ｐ

Ｔ

ａ

の

構

成

員

で

あ

る

高

松

税

務

署

、

香

川

県

、

高

松

市

、

百

十

四

銀

行

、

香

川

銀

行

、

高

松

信

用

金

庫

、

四

国

税

理

士

会

高

松

支

部

、

公

益

社

団

法

人

高

松

法

人

会

に

加

え

、

香

川

県

内

の

税

務

署

、

市

町

、

金

融

機

関

も

連

携

し

、

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

率

日

本

一

」

を

目

標

に

、

様

々

な

施

策

を

実

施

し

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

率

の

向

上

に

取

り

組

む

こ

と

と

し

た

。

　

ま

た

、

取

組

の

一

つ

と

し

て

、

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

の

た

め

に

制

作

さ

れ

た

オ

リ

ジ

ナ

ル

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

を

活

用

し

た

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

と

ポ

ス

タ

ー

の

お

披

露

目

と

同

時

に

、

制

作

し

た

香

川

短

期

大

学

の

学

生

と

担

当

教

授

に

対

し

表

彰

状

が

授

与

さ

れ

た

。

　

栃

木

・

正

し

い

申

告

と

納

税

推

進

都

市

協

議

会

（

藤

波

一

博

会

長

）

、

佐

野

税

務

署

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

福

田

紳

一

会

長

）

と

佐

野

税

務

署

（

高

橋

敏

道

署

長

）

が

作

成

し

た

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

広

報

用

パ

ネ

ル

と

ポ

ス

タ

ー

が

こ

の

ほ

ど

、

佐

野

厄

よ

け

大

師

（

春

日

岡

山

惣

宗

官

寺

）

の

境

内

に

掲

示

さ

れ

た

。

　

こ

れ

に

先

立

ち

�

月

�

日

、

佐

野

署

で

同

パ

ネ

ル

の

贈

呈

式

が

行

わ

れ

、

藤

波

会

長

、

福

田

会

長

、

高

橋

署

長

か

ら

同

寺

の

旭

岡

靖

人

住

職

に

同

パ

ネ

ル

が

贈

呈

さ

れ

た

＝

写

真

。

　

旭

岡

住

職

は

「

納

税

貯

蓄

組

合

の

活

動

に

参

加

し

た

と

こ

ろ

広

報

協

力

の

要

請

を

い

た

だ

い

た

た

め

、

喜

ん

で

協

力

す

る

こ

と

と

し

た

。

同

パ

ネ

ル

を

で

き

る

だ

け

目

立

つ

と

こ

ろ

に

掲

示

し

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

便

性

を

参

拝

客

の

皆

さ

ま

に

広

め

た

い

」

と

話

し

て

い

た

。

　

公

益

社

団

法

札

幌

南

法

人

会

豊

平

５

支

部

は

合

同

で

昨

年

、

札

幌

南

税

務

署

法

人

課

税

第

１

部

門

統

括

国

税

調

査

官

の

工

藤

博

志

氏

を

講

師

に

「

源

泉

税

の

変

更

点

と

年

末

調

整

の

ポ

イ

ン

ト

」

、

税

理

士

・

公

認

会

計

士

の

麻

生

純

司

氏

を

講

師

に

「

現

在

の

税

制

と

今

後

の

改

正

の

流

れ

・

税

制

の

注

意

点

」

と

題

し

て

２

部

構

成

の

研

修

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

研

修

会

で

は

、

基

礎

控

除

等

が

改

正

さ

れ

、

年

末

調

整

で

留

意

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

ポ

イ

ン

ト

を

解

説

、

今

回

の

税

制

改

正

と

、

今

後

改

正

に

向

か

っ

て

検

討

さ

れ

て

い

る

点

と

法

人

が

注

視

し

て

い

き

た

い

点

な

ど

を

学

ん

だ

。

　

千

葉

・

印

旛

郡

市

租

税

教

育

推

進

協

議

会

（

会

長

＝

山

本

忠

成

成

田

税

務

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

イ

オ

ン

モ

ー

ル

成

田

う

な

り

く

ん

広

場

で

「

み

ん

な

の

た

め

の

仕

事

（

公

務

員

の

仕

事

）

Ｅ

Ｘ

Ｐ

Ｏ

」

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

同

イ

ベ

ン

ト

は

、

統

一

テ

ー

マ

「

み

ん

な

の

暮

ら

し

を

支

え

る

公

務

員

の

仕

事

」

の

下

、

将

来

を

担

う

子

ど

も

た

ち

や

そ

の

保

護

者

に

対

し

、

公

務

員

が

社

会

で

果

た

す

役

割

を

わ

か

り

や

す

く

紹

介

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

た

も

の

で

、

初

開

催

と

な

る

。

　

当

日

は

、

成

田

税

務

署

を

は

じ

め

、

東

京

航

空

局

成

田

空

港

事

務

所

、

成

田

市

消

防

本

部

な

ど

計

�

の

公

的

機

関

が

参

加

し

、

省

庁

の

枠

を

超

え

て

連

携

し

な

が

ら

来

場

者

に

「

公

務

員

の

仕

事

」

を

紹

介

。

　

会

場

で

は

、

各

機

関

が

趣

向

を

凝

ら

し

た

ブ

ー

ス

を

設

け

、

業

務

紹

介

や

仕

事

体

験

を

実

施

し

た

ほ

か

、

来

場

者

か

ら

の

さ

ま

ざ

ま

な

質

問

に

丁

寧

に

対

応

し

た

。

加

え

て

、

会

場

内

を

巡

り

な

が

ら

ス

タ

ン

プ

を

集

め

る

「

ス

タ

ン

プ

ラ

リ

ー

」

も

行

わ

れ

、

子

ど

も

た

ち

が

楽

し

み

な

が

ら

ブ

ー

ス

を

め

ぐ

る

姿

が

多

く

見

ら

れ

た

。

　

ま

た

、

全

員

参

加

型

の

「

Ｋ

ａ

ｈ

ｏ

ｏ

ｔ

�

ク

イ

ズ

大

会

」

で

は

、

公

務

員

の

仕

事

に

関

す

る

問

題

を

出

題

し

、

来

場

者

が

ゲ

ー

ム

感

覚

で

職

務

へ

の

理

解

を

深

め

る

機

会

と

な

っ

た

。

　

イ

ベ

ン

ト

で

は

、

公

務

員

の

仕

事

が

税

に

よ

っ

て

支

え

ら

れ

て

い

る

こ

と

を

分

か

り

や

す

く

伝

え

る

と

と

も

に

、

参

加

し

た

多

く

の

小

学

生

・

中

学

生

が

将

来

の

職

業

と

し

て

「

公

共

の

た

め

に

働

く

」

こ

と

の

意

義

を

考

え

る

貴

重

な

き

っ

か

け

と

な

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）


	B20260209-税１面-１版-24
	B20260209-税２面-１版-24
	B20260209-税３面-１版-24
	B20260209-税４面-１版-24
	B20260209-税５面-１版-24
	B20260209-税６面-１版-24
	B20260209-税７面-１版-24
	B20260209-税８面-１版-24

